
 
 
 
 
 
 
 
 
こんなとき、 
ご相談ください 
 
 
貸家を無断で転貸された 
滞納家賃を支払ってほしい 
敷金を返してくれない 
大家が賃料を受取ってくれ

ない 
裁判所から訴状が届いた 
借金の保証人を頼まれた 
英会話学校との契約を止め

たい 
高額のサイト利用料を請求

されている 
未公開株を買わされた 
購入した車が事故車だった 
車の修理代を請求したい 
お金を確実に返してもらえ

るか心配だ 
マンション管理費を支払っ

てもらえない 
隣の地主と境界について争

いがある 
隣の犬に噛まれた 
相続人のひとりが行方不明

である 
遺言を書きたい 
遺留分請求とはどういう請

求？ 
畑の名義がひいお爺さんの

ままだ 
離婚した夫の厚生年金を半

分もらえると聞いたことが

あるが 
元夫に財産分与の請求をし

たい 
会社をつくりたい 
会社の役員を変更したい 
売掛金を回収したい 
子供に会社の事業を譲りた

い 
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０５４－２８９－３７０４
平日午後２時～５時 
お気軽にお電話ください 

司法書士を紹介しています 
国民生活センターのウ

ブサイトを開くと、最

の悪質商法に関する情

が掲載され「取引被害

あわないように！」と

意喚起されています。

悪質商法の変遷は、し

しば「法規制とのいた

ごっこ」と指摘されま

。消費者契約に関する

括的なルールが定めら

た消費者契約法が制定

れたり、特定商取引法

指定商品・役務制が撤

されたり、契約書型の

レジット契約に民事ル

ルを導入する割賦販売

の大改正が行われたり

、消費者保護に関する

制度は大きく整備され

きました。 

しかし今なお、法改正

よって設けられた規制
ク

特定商取引法では事業者
免れるため、新たな商法

生み出されています。 

先のウェブサイトで最近

悪質商法被害の傾向をみ

みると、ふたつの特徴が

げられます。 

ひとつは、外国通貨の販

に関するもので、イラク

ィナール、スーダンポン

といった国内では換金が

難な事実上無価値といえ

通貨への投資を「将来も

かる」と勧誘する手法で

。 

外国通貨の販売は「両

」と評価されることか

、特定商取引法の要件で

る「商品の販売」に該当

ないため、クーリング・

フ等による救済が困難に

るのです。 

もうひとつは「権利」を

誘・販売の対象とするも
ーリング・オフの基礎
ので、老人ホーム利用

権・水資源開発権・CO2

排出権等に関する被害が

報告されています。 

現行の特定商取引法で

は「権利」について依然

として指定制が採用され

ていますが、これらはい

ずれも指定外権利と考え

られるため、同じく特定

商取引法による救済は困

難なのです。 

また、いずれの被害に

も共通することとして、

振り込め詐欺同様、いわ

ゆる「劇場型」の勧誘が

行われるという点も指摘

されています。 

悪質商法による被害回

復には、早期の対処が不

可欠です。司法書士会や

消費生活センターへ、す

ぐに相談しましょう！ 
 

クーリング・オフとは、

約の申込みや契約の締結

した者が、一定期間であ

ば、無理由・無条件でそ

申込みの撤回や契約の解

ができる制度のことを言

ます。 
訪問や電話による不意打

的な勧誘を受けて興奮状

のうちに勢いに任せて契

してしまった消費者に対

、頭を冷やす(cooling-

ff)期間を与え撤回・解除

機会を設けるという趣旨

す。 
また、マルチ商法や内職

法などでは、契約の内容

複雑なので、冷静に検討

る機会を与えるという意

もあります。 
が消費者と契約をするに際

しては、法定書面の交付が

義務づけられ、消費者が契

約内容を把握できるよう

に、法定書面に記載する事

項も法律で詳細に定められ

ています。 
この法定書面を受領した

日からクーリング・オフを

行使できる期間を計算しま

す。例えば特定商取引法で

は、訪問販売・電話勧誘販

売・特定継続的役務提供の

場合は法定書面を受領した

日を初日として8日間、連

鎖販売取引・業務提供誘引

販売取引の場合は20日間

と定めています。 
クーリング・オフは口頭

でも有効と考えられます

が、後日の紛争防止のため
書面で通知をする方がよい

でしょう。対象となる契約

を特定して「申込みを撤回

する」あるいは「契約を解

除する」旨を記載し、内容

証明郵便や書留など記録の

残る方法で通知すべきでし

ょう。 
その通知を発信した時に

契約の解除等の効果が発生

します。支払った代金があ

ればその返還を求め、受け

とった商品があればそれを

返還することになります。

クーリング・オフ後の清

算についても法律に規定が

あります。無条件の撤回・

解除ですので、違約金や解

約料など消費者が金銭的負

担を負わないように定めら

れています。 
 相談センターニュース
 



相談センター情報（相談件数とその傾向）  

こんな場合にも使えるクーリング・オフ  平成２５年１月分 
 相談内容（複数回答あり） 件数 

貸金 6

売買代金 0

請負代金 0

売掛金 0

不動産明渡 20

登記請求 0

敷金 2

賃料 0

労働紛争 8

交通事故 2

その他損害賠償 16

相隣関係 1

境界 2

執行手続 1

その他 36

一
般
民
事 

 一般民事 計 94

法定後見 16

任意後見 7

未成年後見 0

相続紛争 24

離婚 6

養育費請求 3

親子関係 2

その他 9

成
年
後
見
・家
事
事
件 

 成年後見・家事事件 計 67

相続 65

贈与 6

売買 6

担保権 1

商業法人全般 2

供託 0

その他 25

登
記
・供
託 

 登記・供託 計 105

契約ﾄﾗﾌﾞﾙ 0

   契約トラブル 計 0

返済が苦しい 11

自己破産 1

返済条件を緩和 2

取立が厳しい 0

訴訟を起こされている 0
給料等の差押を受けている 0

親族の借金 2

保証債務の履行 0

ヤミ金融 2
おまとめﾛｰﾝで借金を一本化 2

その他 16

ク
レ
サ
ラ 

 クレサラ 計 36

その他 28

  その他 計 28

合  計 330
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 クーリング・オフは法定さ

れた特別の制度ですので、そ

の期間が経過してしまえばク

ーリング・オフすることはで

きないのが原則です。 
 ここで注意したいのは、法

定書面を受領した日から行使

期間が始まるのであって、契

約の日からではないというこ

とです。 
 特定商取引法では、契約を

した際には法定書面を交付す

ることが義務づけられ、記載

内容も細かく法定されていま

す。法定書面を受け取ってい

ないのであれば、クーリン

グ・オフ期間は開始しませ

ん。 
 また法定書面を受領してい
ても、法律で定められた記載

おかげさまで、常
事項に不備がある場合には、

書面を交付したことにはなり

ません。裁判例では、クーリ

ング・オフに関する事項、商

品の引渡時期、商品の販売価

格、商品の数量、商品の表示

などの記載が欠けている、あ

るいは不明確な場合には、法

定書面が交付されたものとは

言えないとしています。 
 法定書面が交付されていな

ければ、クーリング・オフは

いつまでもできることになり

そうですが、特定商取引法の

取消権の行使可能期間が５年

ですので、クーリング・オフ

の行使も契約時から５年が一

つの目安と考えられます。 
 ところで、クーリング・オ
フは消費者にとって非常に有

で

る

の

あ

て

金

ま

下

上

に

と

生

民

生

こ

設相談は１０年目を
効な手段である反面、悪質な

事業者からすれば目障りな制

度と言えます。 

 クーリング・オフを回避し

ようとして、消費者が事業者

から「この契約はクーリン

グ・オフができない」など虚

偽の説明をされ、行使期間を

経過してしまったり、威迫さ

れてクーリング・オフをあき

らめたりすることも考えられ

ます。 
 こうしたクーリング・オフ

妨害があったときには、改め

て事業者から｢クーリング・オ

フができる｣旨の書面を、消費

者に説明しながら手渡すこと

が義務づけられ、その時から

クーリング・オフ期間が開始

することになっています。 
  
時のことば 生活保護基準の引き下げ 

税
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迎えました！ 
 静岡県司法書士会の常設相談は、平成14年10月にスタートしました。当初

は静岡における面接相談だけでしたが、平成15年には浜松での面接相談も始ま

りました。 

平成 17年 10月、司法書士総合相談センターしずおかを開設し静岡・浜松の

接相談が相談センターの管轄へと移行したことを機に、沼津・細江・天竜の面

相談を開設、さらに平成18年には下田に拡充しました。電話相談がスタート

たのも平成18年のことです。 

常設相談のスタートから平成24年9月までの10年間で、3万 4828件も

相談にお応えして参りました。今後も、県民の皆様の法的ニーズの受け皿とし

さらに発展させていきたいと考えています。 

引き続き、司法書士総合相談センターしずおかのご支援・ご活用をよろしくお

いいたします！ 

 

ご相談は無料です！！    司法書士総合相談センターしずおか 

               ＴＥＬ：０５４－２８９－３７０４  
政府は平成25年度予算編

成に際し、生活保護基準の引

き下げを検討しています。こ

れは、最低賃金や生活保護を

受けていない低所得世帯の収

入が生活保護基準を下回って

いるため、この逆転現象を解

消するためです。 

生活保護基準は、生活保護

として支給される金額を決定

するだけでなく、生活保護を

受けられるか否かの基準とも

なります。したがって基準の

引き下げは、生活保護受給世

帯にとっては支給額の減少や

支給停止を意味します。 

一方で生活保護基準の引き

下げは、生活保護を受けてい
ない世帯にとっても他人事

はありません。 

生活保護は憲法が保障す

「健康で文化的な最低限度

生活」を具体化したもので

るため、最低賃金法におい

は、生活保護基準が最低賃

の引き上げ目標とされてい

す。そのため、基準の引き

げによって最低賃金を引き

げる必要がなくなり、場合

よっては引き下げられるこ

も考えられます。 

また、就学援助のような

活保護以外の公的給付や住

税等の負担の減免の基準も

活保護基準と連動していま

す。基準が引き下げられる
とになれば、住民税等の課

世帯が広がり、加えて住民

等の非課税世帯については

国民健康保険料の減免や介

保険料・利用料の減額等の

置が執られていますが、こ

らの要件も満たさないこと

なるため、さらに負担が増

することになります。 

政府は、こうした他の制

への影響について批判が大

くなっているため、他の制

への影響ができる限り及ば

いよう対応するとしていま

が、法改正や地方自治体の

力がなければ影響を回避で

ない制度もあり、影響がど

まで及ぶかは不透明です。


